
議案第１９号 

 

北名古屋市保健衛生推進協議会条例の制定について 

 

北名古屋市保健衛生推進協議会条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２５年２月２５日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づ

き執行機関の附属機関として北名古屋市保健衛生推進協議会を設置するた

め、本条例を定める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



北名古屋市保健衛生推進協議会条例 

 

（設置） 

第１条 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）、母子保

健法（昭和４０年法律第１４１号）、健康増進法（平成１４年法律第１０

３号）等の規定に基づき、北名古屋市が実施する母子保健事業、成人保

健事業、予防接種事業、結核予防事業等の適正かつ円滑な推進を図るた

め、北名古屋市保健衛生推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、母子保健事業、成人保健事業、予防接種事業、結核予

防事業等について、事業の適正かつ円滑な推進について協議する。 

 （組織） 

第３条 協議会は、医師及び歯科医師の委員をもって組織する。 

２ 委員は、市長が委嘱する。 

３ 協議会は、必要に応じて医師部会及び歯科医師部会に分けて開催する

ことができる。 

 （会議） 

第４条 協議会の会議は、市長が必要に応じて招集する。 

 （庶務） 

第５条 協議会の庶務は、市民健康部において処理する。 

 （雑則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 


